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広報ぬまた 令和元年７月１日

市役所 ☎23−2111　24−5179　白沢支所 ☎53−2111 53−2188　利根支所 ☎56−2111 56−367413

４
月
に
通
知
し
て
い
た
普
通
徴
収

(納
付
書
や
口
座
振
替
)の
仮
算
定

(４
月
か
ら
６
月
ま
で
の
納
期
)を
廃

止
し
ま
し
た
。
(表
１
)

国
保
の
財
政
運
営
が
都
道
府
県
単

位
と
な
り
、
市
で
は
県
が
算
定
し
た

標
準
保
険
料
率
を
参
考
に
国
保
税
の

計
算
に
用
い
る
税
率
と
税
額
を
変
更

し
ま
し
た
。
(表
２
)

納
税
義
務
者
は
世
帯
主
で
す
。
国

保
に
加
入
し
て
い
な
い
世
帯
主
で
も

そ
の
世
帯
内
に
国
保
の
加
入
者
が
い

る
場
合
は
、
世
帯
主
が
納
税
義
務
者

と
な
り
ま
す
。

■
特
別
徴
収
(年
金
天
引
き
)

世
帯
主
が
国
保
に
加
入
し
て
い
て

年
金
を
受
給
し
て
い
る
場
合
、
一
定

の
要
件
を
満
た
す
と
年
金
か
ら
の
天

引
き
で
納
付
い
た
だ
く
特
別
徴
収
の

該
当
と
な
り
ま
す
。

※
既
に
特
別
徴
収
と
な
っ
て
い
る
世

帯
は
、
申
請
に
よ
り
口
座
振
替
に

納
付
方
法
を
変
更
で
き
ま
す

■
普
通
徴
収

普
通
徴
収
の
世
帯
で
口
座
振
替
の

手
続
き
を
済
ま
せ
て
い
る
世
帯
は
、

納
期
限
の
日
に
口
座
か
ら
引
落
と
し

を
し
ま
す
。
口
座
振
替
の
手
続
き
を

し
て
い
な
い
世
帯
に
は
、
７
月
の
通

知
に
１
期
か
ら
９
期
ま
で
の
納
付
書

が
同
封
さ
れ
ま
す
。

※
普
通
徴
収
は
口
座
振
替
が
便
利
で

す
。
各
金
融
機
関
で
手
続
き
し
て

く
だ
さ
い

納
期
限
を
過
ぎ
る
と
督
促
状
が
発

送
さ
れ
、
そ
れ
で
も
納
め
な
い
で
い

る
と
通
常
の
保
険
証
よ
り
も
有
効
期

間
が
短
い
保
険
証
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

さ
ら
に
滞
納
が
続
い
た
場
合
に
は
、

保
険
証
の
代
わ
り
に
｢資
格
証
明
書
｣

が
交
付
さ
れ
ま
す
。

資
格
証
明
書
は
、
国
保
の
加
入
者

で
あ
る
こ
と
の
証
明
書
で
す
が
、
医

療
機
関
を
受
診
し
た
際
に
、
窓
口
で

医
療
費
を
い
っ
た
ん
10
割
支
払
わ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
国
保
税
は
未

納
の
ま
ま
に
せ
ず
納
付
に
つ
い
て
早

め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

倒
産
や
解
雇
、
雇
い
止
め
な
ど
、

事
業
所
の
都
合
で
失
業
し
、
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
か
ら
｢雇
用
保
険
受
給
資
格

者
証
｣が
発
行
さ
れ
た
場
合
は
、
申

請
す
る
こ
と
で
、
国
保
税
が
軽
減
さ

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

医
療
費
の
増
加
は
国
保
税
の
税
額

に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
す
。
特
定

健
康
診
査
や
人
間
ド
ッ
ク
は
、
健
康

増
進
だ
け
で
な
く
、
医
療
費
増
加
の

抑
制
に
も
つ
な
が
り
ま
す
の
で
積
極

的
な
受
診
を
お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

(後
発
医
薬
品
)を
使
用
す
る
と
、
皆

さ
ん
の
窓
口
支
払
い
を
含
め
た
医
療

費
負
担
を
軽
く
で
き
ま
す
。

｢限
度
額
適
用
認
定
証
」「
限
度
額

適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
｣

申
請
手
続
き
の
省
略

現
在
お
持
ち
の
｢限
度
額
適
用
認

定
証
｣(以
下
｢限
度
額
認
定
証
｣)と

｢限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
｣(以
下
｢減
額
認
定
証
｣)は
、

有
効
期
限
が
７
月
末
ま
で
で
す
。

そ
れ
ぞ
れ
次
の
２
つ
の
条
件
を
満

た
す
人
に
は
、
申
請
手
続
き
を
省
略

し
、
引
き
続
き
使
用
で
き
る
証
を
新

し
い
保
険
証
に
同
封
し
ま
す
。

▼
｢限
度
額
認
定
証
｣の
条
件

①
昨
年
８
月
１
日
以
降
に
限
度
額
認

定
証
の
交
付
を
受
け
、
現
在
も
該

当
し
て
い
る
人

②
本
年
度
も
引
き
続
き
所
得
区
分
が

現
役
並
み
所
得
者
Ⅰ
、
Ⅱ
に
該
当

す
る
人

▼
｢減
額
認
定
証
｣の
条
件

①
昨
年
８
月
１
日
以
降
に
減
額
認
定

証
の
交
付
を
受
け
、
現
在
も
該
当

し
て
い
る
人

②
本
年
度
も
引
き
続
き
住
民
税
非
課

税
世
帯
に
属
す
る
人

保
険
料
を
納
め
な
い
で
い
る
と

保
険
料
の
滞
納
状
況
に
よ
り
、
通

常
よ
り
有
効
期
間
の
短
い
短
期
被
保

険
者
証
を
交
付
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
短
期
被
保
険
者
証
の
有
効
期
間

は
、
８
月
１
日
か
ら
来
年
１
月
31
日

ま
で
で
す
。
一
時
的
に
納
付
が
困
難

な
場
合
は
、
分
割
納
付
な
ど
も
で
き

ま
す
の
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

臓
器
提
供
意
思
表
示
と
保
護
シ
ー
ル

被
保
険
者
証
裏
面
に
は
、
臓
器
提

供
の
意
思
の
有
無
を
任
意
で
記
入
で

き
ま
す
。
記
入
し
た
情
報
を
保
護
す

る
シ
ー
ル
を
国
保
年
金
課
窓
口
で
配

布
し
て
い
ま
す
。

み
ん
な
で
さ
さ
え
る

国
民
健
康
保
険

４
月
の
仮
算
定
を
廃
止

新
し
い
税
率
で
計
算

国
保
税
を
納
め
る
人
は

納
付
方
法

納
め
な
い
で
い
る
と

失
業
者
へ
の
軽
減

医
療
費
を
大
切
に

国
民
健
康
保
険
税
(国
保
税
)は
、
国
民
健
康
保
険
(国
保
)の
運

営
を
支
え
る
大
切
な
財
源
で
す
。
病
気
や
け
が
に
備
え
、
加
入
者

が
負
担
能
力
に
応
じ
て
納
付
す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

７
月
中
旬
に
本
年
度
の
国
保
税
の
年
税
額
を
決
定
し
、
世
帯
主

あ
て
に
通
知
を
発
送
し
ま
す
。

(表１)国保税の納期
(変更前)

(変更後)

※仮算定を廃止、本算定の７月に税額を計算し９回に分けて納付
※納税通知書は年１回、７月に送付

期別 １期
４月

２期
５月

３期
６月

仮算定(４月）
納期

納税通知書

４期
７月

５期
８月

６期
９月

７期
10月

８期
11月

９期
12月

10期
１月

11期
２月

12期
３月

本算定(７月）

期別

仮算定(廃止）
納期

納税通知書

１期
７月

２期
８月

３期
９月

４期
10月

５期
11月

６期
12月

７期
１月

８期
２月

９期
３月

本算定(７月）

(表２)国保税の税率と税額(所得割額、均等割額、平等割額の合計が世帯の年税額)

※介護分については40歳から65歳まで(介護保険第２号被保険者)が納付

区分

所得割額 世帯内の加入者の所得に応じて計算

世帯内の加入者の資産税額に応じて計算

世帯内の加入者の人数に応じて計算

加入者がいる世帯に一律で計算

保険税額が課税限度額を超えた場合は限度額
に抑えられます

資産割額

均等割額

平等割額

課税限度額

医療分

改正前

6.20%

21.00%

26,200円

24,000円

58万円

6.80%

廃止

24,100円

22,000円

61万円

2.40%

廃止

8,700円

7,300円

19万円

2.20%

6.80%

9,400円

8,000円

19万円

2.10%

廃止

10,700円

6,600円

16万円

1.80%

6.70%

10,700円

6,600円

16万円

改正後 改正前 改正後 改正前 改正後

後期支援分 介護分

８
月
１
日
(木
)か
ら

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
が
新
し
く
な
り
ま
す

問
い
合
わ
せ

国
保
年
金
課
国
保
係
☎
内
線
３
１
３
６

白
沢
支
所
生
活
係
☎
内
線
３
３

利
根
支
所
生
活
係
☎
内
線
４
０

問
い
合
わ
せ
　
国
保
年
金
課
医
療
年
金
係
☎
内
線
３
１
３
４
、
白
沢

支
所
生
活
係
☎
内
線
３
３
、
利
根
支
所
生
活
係
☎
内
線
４
０

新
し
い
保
険
証
は
青
色
で
す
。
緑
色
の
封
筒
で
７
月
16
日
(火
)に
発
送

し
ま
す
。
郵
送
を
希
望
し
な
い
人
に
は
国
保
年
金
課
窓
口
で
交
付
し
ま
す

の
で
、
７
月
10
日
(水
)ま
で
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。
現
在
お
持
ち
の
保

険
証
は
、
有
効
期
限
が
７
月
末
ま
で
で
す
。
８
月
か
ら
医
療
機
関
な
ど
で

受
診
す
る
際
は
、
新
し
い
保
険
証
を
窓
口
で
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

〜国民健康保険、後期高齢者医療保険加入者の皆さんへ〜

限度額適用認定証をご利用ください
高額な医療費がかかると見込まれる人は、事前に限度額適用認定証の申請をしましょう。

なお、70歳以上の国民健康保険加入者と後期高齢者医療保険加入者で｢現役並み所得Ⅲ｣と｢一般｣の所得区分に該当す

る人は、高齢受給者証、または後期高齢者医療被保険者証を提示するだけで限度額までの支払いとなり、限度額適用認

定証の申請は必要ありません。

※国保税に未納がある世帯の加入者には、

原則として交付できません

申請窓口 国保年金課、白沢・利根支所

生活係

必要な物 申請する人の保険証／印鑑(国

民健康保険加入者は世帯主、後期高齢

者医療保険加入者は本人の物)／マイナ

ンバーカード、または通知カードと顔

写真付き身分証(国民健康保険加入者は

世帯主と本人、後期高齢者医療保険加

入者は本人のマイナンバーが必要）

認定証の更新 現在交付中の限度額適用

認定証の有効期限は７月末までです。

国民健康保険加入者で認定証を継続利

用する人は、必要な物を持参し、申請

窓口へお越しください

問い合わせ 国保年金課☎内線３１３４・

３１３５、白沢支所生活係☎内線３３、

利根支所生活係☎内線４０へ

●70歳未満の国民健康保険の自己負担限度額

●70歳から74歳までの国民健康保険と後期高齢者医療保険加入者の自己負担限度額

所得区分※１

ア

イ

ウ

エ

オ

１カ月の自己負担限度額

252,600円＋(総医療費−842,000円)×１％
【14,100円※２】

167,400円＋(総医療費−558,000円)×１％
【93,000円※２】

80,100円＋(総医療費−267,000円)×１％
【44,400円※２】

57,600円
【44,400円※２】

35,400円
【24,600円※２】

食事療養費
（１食当たり）

460円

210円※２

所得区分※１

現役並み
所得者Ⅲ
現役並み
所得者Ⅱ
現役並み
所得者Ⅰ

一般

低所得者Ⅱ

低所得者Ⅰ

１カ月の自己負担限度額

外来(個人)

252,600円＋（医療費−842,000円)×1％
【140,100円※２】

167,400円＋(医療費−558,000円)×1％
【93,000円※２】

80,100円＋(医療費−267,000円)×1％
【44,400円※２】

18,000円
(年間限度額：144,000円）

8,000円

8,000円

57,600円
【44,400円※２】

24,600円

15,000円

外来＋入院(世帯)

食事療養費
（１食当たり）

460円

210円※３

100円

※１　所得区分は世帯によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください
※２　過去12カ月に４回以上の高額療養費の支給がある場合の限度額
※３　過去12カ月に入院日数が90日を超える人は、別途申請により160円に減額されます


